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産業革命期におけるケムニッ ツ機械工業の

　　　　　　　発展と労働者の状態

　　　１８６０年代ドイツの労働者運動と生産協同組合（１トー

山　井　敏　章

問題の設定

　周知の通り１８６０年代初めに，ドイツの労働者は独自の組織形成への道をふみ

だした。１８６３年には全ドイツ 労働老協会（＝ラサ ール派）が結成され，同年こ

れに対抗して結成されたドイツ 労働老協会連盟は，やがてブルジ ョア名望家層

の主導権をくつカミえし ，１８６９年に杜会民主労働老党（＝アィゼナハ派）へと発

展・ 解消する 。そして１８７５年にはこの両党が合同して ，ドイツ 杜会主義労働老

党が成立した 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）　「プ ロレタリア的民主主義のフルノヨ ア的民主主義からの分離」（Ｇマイヤー）

と表現されるこの過程で ，協同組合，とりわけ生産協同組合の問題か重要な争

点とな った。すでに１８６３年の第１回会議で，ドイツ 労働者協会連盟は協同組合

の問題を議事にとりあげ，「貯蓄 ・前貸 ・消費 ・販売団体のようなシ ュルツェ・

デリッ チュ の提案にそ った経済的協同組合の設立，および原動力を備えた作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
場を共同で使用するための協同組合の設立を推奨する」との決議を採択した 。

会議の３ヵ 月前にラサ ールの「公開答状」が発表され，労働者の自助にもとづ

く協同組合というシ ュルツェ の考えを批判しつつ，国家の資金援助を得て設立

される労働者生産協同組合という構想がここで提示されていた。上の決議はま

　　　　　　　　　　　　　　　　（８１７）
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さにラサ ールに対する拒否の表明であ った 。

　シ ュルツェ 対ラサ ー一 ルという１８６０年代の論戦については，われわれはすでに
　　　　　　　　３）
多くを知っている 。しかしこの論戦の背後にある協同組合設立の実践について

はどうであろうか。クリスツィアーネ・アイゼンベルクによれば，１８６０／７０年代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）に少なくとも３０４の生産協同組合が設立ないし計画されている 。しかしこれら

の生産協同組合の設立経過 ・運営等について，われわれの知るところはごくわ
　　　　　　　５）
ずかでしかない 。

　いかなる思想も ，それに照応する実践がなげればむなしいものに終わるだろ

う。 また逆に，実践は思想に影響を与え，実践との相剋のなかからこそ意味の

ある思想が生まれる。労働者による生産協同組合設立の実践を検討することに

よっ て， われわれは１８６０年代のドイツにおげる労働者運動成立の過程を「下か

ら」見通したい。もとよりその場合，生産協同組合の設立にふみきっ た労働者

の経済的 ・杜会的状態，彼らをとりまく政治的環境，さらに彼ら自身の積み重

ねてきた運動 ・政治的経験の分析が不可欠であろう 。そしてこのような分析を

充分に行うことは，事例研究によっ てのみ可能である 。

　われわれが事例として選ぶのは，ケムニッツの機械工業労働者による生産協

同組合である 。１８６３年に設立されたこの協同組合は，当時の機械工業における

最も重要な生産協同組合の試みであり ，また自助か国家援助かという全トイソ

的な議論に対しても一定の影響を与えた。われわれは，この事例研究を通じて

ドイツ 労働者運動全体の展開にまで目をおよぽすことができるだろう 。

　本稿では，ただし生産協同組合の実践それ自体にはなお立ち入らない。その

前提として，ケムニッツの機械工業労働者の経済的 ・杜会的状態を明らかにす

ることにさしあたり課題を限定したい。彼らがい ったいいかなる矛盾をかかえ ，

またいかなる可能性をもっ て生産協同組合の設立という行為にふみきっ たのか 。

このいわは前提条件の解明がここでの主たる関心を成す。以下ではまずケムニ

ッツ 機械工業の発展と労働者の状態について概観的叙述を行い，さらに続いて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
一つの企業を事例に選び，そこで働く労働者の状態を立ち入って分析する 。
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　　　　　　　　　　　　　　　　（８１８）
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　１８７３年までの時期を念頭においているが，それ以前についても必要な限り考察が
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　章 。

Ｉ　ケムニッ ッ機械工業の発展と労働者の状態　　概観

　ライ１■ 河下流域，オーバー・ シュレージエン ，ベルリ１／とならんで，ザクセ

■かトイソにおける丁業発展の中心地の一つであ ったことはよく知られている 。

とりわけザクセンエ業の中心は南西部のエルツゲビルゲとフォークトラソトの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
両地方にあり ，ケムニッツは前者の中核をなした 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（８１９）
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　ケムニッツでは１８世紀の終わりに最初の機械制綿紡績工場が設立され，以後

繊維工業の発展と並行しつつ機械工業が飛躍的な発展をとげた。当初多くの繊

維工場には，機械の製造 ・整備 ・修繕のための作業場か併設されていたが，ま

もなく独立の機械工場が現れる 。ケムニッツ 近郊の一村落に，英国人技師エヴ

ァンズがザクセン政府の資金援助をえて最初の機械工場を設立したのは１８０７年

のことである 。同じ年に機械エイルムシャー が， 同じく国家の援助をえて工場

を設立し，ミュール紡績機の製造にのりだしている 。１８１２年にはザクセン全体

で１１の機械製造企業の存在が確認されるが，そのうち６がケムニッツ ，１つが

アルト・ ケムニッツのものであ った。また同年ザクセソで生産された１８３，１８２個

の紡錘のうち１０２，３９４個（５５．９％）がケムニッツの企業によるものであり ，当時

すでにこの都市がザクセンにおげる紡績機製造の中心地であ ったことが知られ
２）

る。 以後紡績機 ・織機 ・編み機など繊維工業向けの製品のほか，農機具 ・蒸気

機関 ・機関車 ・工作機械等へ製品を多様化しつつ，ケムニソソの機械工業は特

に１８５０年代以降大きな発展をとげた。１８７１年の時点で関税同盟域内には４７１の

機械工場が確認されるが（うちザクセソに１２９，プ ロイセ１・に１１１），このうちケム
　　　　　　　　　　　３）
ニッツのみで１０８を占めた。ケムニッツは，ザクセ１／のみならずドイツ 機械工

業の中心地だ ったのである 。

　労働者の状態に転じよう 。ケムニッツの労働者について ，Ｈ．バルトは第１

表のような数値を示している 。１９世紀半ばにはなお労働者５人以下の小経営で

働く労働者が多数を占めていたが，その後労働者６人以上の比較的大規模な経

第１表ケムニッツの労働者

年 人口 ａ　　　　　ｂ

１８３１　　　　　１８，４０１“　　　　１ ．３５４　　　　　１ ．４００

１８４９　３０．７５３　１．５９３　３．４００

１８６１　　　　　４５ ．４３２　　　　　９ ．２６９　　　　　４ ．２００

１８７１　　　　６８．２２９　　　　　　　２０，０００

２． ５１７

２． ６５０

２． ４００

１， ５００

ｄ ｅ ｆ ９

＿　　　　　＿　　　　　１００　　　　■

６６０　　　　　　１ ．１２９　　　　　１ ．７５３　　　　　　１３０

－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

６４７　　　　　　　　７８５　　　　　２ ．４７５　　　　　　２８２

ａ：労働者６人以上の経営（工場），ｂ：労働者５人以下の経営（手工業 ・小営業），ｃ：家内織布工，ｄ：日雇 ，

ｅ：奉公人，ｆ　商業　運輸業，９　農業奉公人
ポ１８３２年の数値

資料：Ｂ舳ｈ，Ｓ．１ＯＯ，１０３

（８２０）
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営（これをバルトは「工場」と規定する）で働く労働老が急増し ，両老の関係は逆

転する 。これはとりわけ紡績業 ・機械工業の発展によるものてある 。織布業の

工場制への移行にともな って家内織布工は減少した。最底辺の労働者である日

雇の数は，人口 増と比較すれば相対的に大きく減少している 。若い女性が工場

で働くようになるにつれ，奉公人の数も減じた。商業 ・運輸業で働く労働者の

数はすてに世紀半はにかなりの数に達し ，以後も増大している 。都市内の限ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
れた農地で働く農業奉公人がわずかにすぎないのは当然である 。

　労働者中最も多くを占める「工場労働者」については，さらに１８６１年におけ

る業種別の分布を示した第２表がえられる 。繊維工業に属する業種を合計すれ

ば， ここで働く労働者が最も多くを占める ・家内　　第２表　ヶムニツッｒ工場

工業で働く織布工を含めれぼ，その数はさらに大　　　　労働者」の業種別分布
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１８６１年）
きくなるであろう 。ただし単一業種で見れば，機

械工業が最も多くの労働者を擁していた 。

　同じ１８６１年におけるケムニッツ 機械工業の経営

規模別分布（労働者６人以上の経営についてのみ）は

次の通りである 。すなわち労働者６－５０人の経営

が３７（雇用労働者総数は６８７人），５１－１００人の経営

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
が７（４９５人），１Ｏ１人以上の経営が７（２，７７５人）。

１年同１１の１８６０年にケムニソソには６５の機械製造企

　　　　　　　　６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ホ：各欄の合計と一致しないが ，

業か存在しており ，したか って上記以外に労働者　　　　資料のままにしておく
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：Ｂａ血ｈ，Ｓ．１１５

５人以下の経営か若干存在した可能性がある 。見

業　種 労働者数

機械工業
３， ３３１

紡　績　業
２， ４４１

機械織布業
８５１

さらさ捺染業 ５７５

靴下編み業
４２８

織物仕上げ加工業 ２００

鋳　造　業
１３０

漂　白　業
１００

そ　の　他
１， ３００

合　　計
９， ２６９“

られるように，労働者１００人以上の大経営が労働者の圧倒的多数を占めており ，

これらが生産力の主要な部分を担 っていたことは明らかである 。ただし経営数

でみれば５０人以下のものが最も多く ，このような中ないし小規模な経営にも存

立の基盤かあ ったことかうかかわれる 。

　ところでこれらの機械工場で，作業は実際にどのように行われ，労働者はど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
のように編成されていたのだろうか。以下簡単なスケ ッチを試みてみよう 。

　まず機械工場の現業部門は，木型職場 ・鋳造職場 ・鍛冶職場 ・ポイラー 製造

　　　　　　　　　　　　　　　　（８２１）
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職場 ・機械加工職場 ・組立職場 ・検査職場から成る 。ただし小規模な工場には

木型職場 ・鋳造職場がなく ，別の工場の製品を利用していた。一方きわめて大

きな工場，および主として機関車 ・車両の製造を行う工場の場合，上の他に車

職場 ・皮革加工職場等が加わる 。　般に木型職場には全労働者の１－４％，鋳

造職場には１Ｏ％，鍛冶職場には２０－３０％が働き，労働者の最も多くの部分は機

械加工職場に属していた 。

　さて現場では，まず設計図ができあがると木型製造工がこれに従って機械の

型を木でつくる 。木型製造工は手工業的熟練を有する指物職人である 。彼は通

常の手工業的技能に加えて木工機械による作業もこなし，また機械製造技術の

基礎にも通じていなけれはならない 。

　次に鋳造職場では，先の木型ないし設計図にもとづき，粘土 ・陶土等を原料

として鋳型がつくられ，さらにこれを使って鋳物の部品がつくられる 。この職

場では鋳型工ないし鋳造工，精練工，中子工，ばり取り工のほか，補助労働者

として炉目１』補助労働者 ・火夫 ・砂工が働いていた。これらのうち鋳型工のみが

熟練資格をもつ労働者である 。３人から５人の組（Ｋｏ１ｏｍ・ｎ）単位で行われる

作業はほとんど純粋な手作業であり ，鋳型工が組長として働く 。ほとんどの場

合鋳型工は集団請負の形で賃金を得，その賃金は職長を除けば機械工場で最も

高いものの一つであ った 。

　鍛冶職場では鍛鉄部品がつくられる。鍛冶工は赤熱する部品をはさみもち ，

槌打工に指示を与えた。鍛冶職場の仕事も手工業的であり ，蒸気ハ■マー か導

入された場合でも ，それはより大きな部品の加工を可能にしただけのことであ

った。鍛冶工は，ほとんどの場合集団請負（出来高）賃金で支払われる 。

　機関車や蒸気機関ポイラー の製造にたずさわるポイラー製造工 ・リベットエ

も， 広い意味での鍛冶工に数えられる。リベット作業組は３人から成り ，まず

若い労働者がリベットを赤熱させ，２人目がボイラーの内側から穴を通してリ

ベットをさしこみ，３人目が外からこれを打つ。最後に コーキソグエないし本

来のボイラー 製造工が，ハンマーとたがねを使 って コーキング（かしめ）を行

い， ボイラーの隙をなくした 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（８２２）
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　鋳造職場 ・鍛冶職場でつくられた部品は，機械加工職場に回され，旋盤 ・

ボー ル盤 ・フライス 盤・ 平削盤等の工作機械を用いて切削加工される 。この作

業に携わる労働者のうち，最も熟練度が高く ，賃金も高いのは旋盤工であり ，

切れ込み ・ねじ切りを含む部品の正確な成形が彼らの仕事であ った。機械加工

職場の錠前工も熟練工ではあるが，さほど高賃金ではなか った。彼らはやすり

を使う手工業的な仕上げ作業も行うか，基本的にはここて働く多数の半執練労

働者と比べて比較的複雑な仕事を担当するというだげのことであり ，両者の区

別はあいまいにな っていた。機械加工職場での作業は個人単位で行われ，多く

の場合出来高賃金が支払われる 。

　最後に機械の組立にあたる機械製造工（Ｍａ・ｃｈｍ・ｎｂａｕｅ・）は，ほとんとか熟

練錠前工か機械工（Ｍ・・
ｈ・ｎ１ｋ・・）てあ った。彼らは手ないし機械を用いて部品

を手直しし，はめ合わせた。そして製品Ｑ検査で全作業は終わる 。賃金は集団

請負賃金であ った。組立作業を指揮する組立工（Ｍ・ｎｔ・ｕ・）は機械製造工中の

エリートてあり ，手工業的作業能力とともに機械の構造 ・機能の理解か必要と

された 。

　以上にあげた労働者の賃金を見れは，まず最も高いのは組立工であり ，鋳型

工と鍛冶工がこれに次ぐ。さらに続いて木型製造工 ・リベットエ ・ボイラー 製

造工が高い賃金を得，機械加工職場の旋盤工の賃金もほぽ同じ程度であ った 。

機械加工職場の他の労働者，つまり錠前工や平削工，フライスエ，ポーリノグ

エなど工作機械を扱う労働者の賃金は，これよりかなり低か った。最も賃金の

低いのは機械錠前工であるか，さらにその下　　徒弟を除く　　に，清掃 ・運

搬等の仕事につく多数の補助労働者がいた。錠前工は工場手工業者中最も多く

を占めたが，彼らはそれ自体として独立した作業領域を持たず，その賃金は最

高から半熟練工のそれを下回るものまで，作業に要する熟練度に応じて異な っ

ていた。最高度の熟練工と最底辺の補助労働者との賃金格差は，６ ：１から９ ：

１にもおよんでいたと思われる 。ただしほとんどの労働者は賃金ラソクの下半

分におり ，労働者のかなりの部分の賃金は比較的均等であ った 。

　ケムニッツの機械工業で，以上のさまざまな労働者がどれほどの数存在した

　　　　　　　　　　　　　　　　（８２３）
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かについて ，正確な数値は存在しない。ここではとりあえず，ケムニッツの コ

ンスタソティ：／・プファフ 機械工場の労働者１０２人（１８５３年）についての以下の

データを示しておく 。すなわちこの工場の機械製造部門では，工場労働者３３人 ，

手工労働者（＝ 補助労働者）２３人，錠前工２０人，鍛冶工８人，指物工３人，大

工２人，旋盤工２人，職長１人，製図工兼組立工１人，工場長１人，発送係１

人， 帳簿係１人，販売員１人が働いていた。さらに併設の鋳造所に，砂鋳型工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
８人，手工労働者７人（鋳造徒弟２人を含む）がいた 。

　賃金の支払い形態について一言すれば，　般にトイソの機械工業ては１８５０年

代にいたるまで時間給が支配的であ ったといわれる 。ただしほぽ１８４０年頃から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
熟練労働者を対象に出来局賃金が導入され，特に１８６０年代にそれが広まっ た。

もっとも賃金の形態は各地域 ・企業ごとに一様ではなか ったろう 。１８４９年３月

にケムニッツの１５の機械工場が共同で署名した工場規則では，賃金は時間給で

計算され，毎週金曜に支払われる。ただし比較的大きな作業が一人ないし複数

の労働者の請負に任される場合もある。その場合労働者はとりあえず通常の週

賃金をうけとり ，作業の終了後に請負賃金との差額を得た。また新たに採用さ

れた労働者には１４日間の試用期間が課せられ，その後で工場主が賃金を決定す

ることとされた。試用期間中は随時離職ないし解屋か可能であるが，以後は労

使双方に８目間の解約告知期間遵守が義務つげられる 。１８６２年のハルトマ■機

械工場の工場規則草案（これは若干の修正を経た後「ケムニッツ 市機械工場 ・鋳造所

工場規則」となり ，３９の企業において適用された）にも ，上と同様の試用期間（１

週間ないし２週間）および解約告知期間（８日）に関する規定がある 。賃金の額

についてここでも具体的規定はなく ，試用期間終了後，労働者の能力に応じて

決定することとされた。賃金の形態は明示されていないが，時間給を想定して

いるものと思われる 。ただし「請負（出来高）労働（Ａｋｋ０・ｄ・・ｂ・１ｔ）も行われう
１０）

る」
。

　実際に支払われた賃金の額を見よう 。第３表はケムニッツのいくつかの職種

の労働者の週賃金を示している 。ただしこの表では男子労働者の賃金のみが計

算され，女子および児童の賃金は考慮されていない。特に多数の女子 ・児童が

　　　　　　　　　　　　　　　　（８２４）
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　　　　　　第３表　ケムニッ ツ労働老の週賃金　　　　（単位 、マルパ）

職 種 １８６０ １８６５ １８６９ １８７０

機 械 製 造 工
９． ０ぴ一１３ ．５０ １２ ．００ １３ ．５０ １４ ．１Ｏ

機 械 錠 前 工 １３ ．５０ １２ ．９０ １３ ．６０ １５ ．００

機 械 指 物 工 １３ ．５０ １３ ．５０ １０ ．８０ １４ ．８０

機 械 火 工
９． ００－１２ ．００ １１ ．２５ １２ ．７５

■
鋳 鉄 工 １Ｏ ．５０ １２ ．００ １０．５ト１４ ．００

一
錠 前 工 １Ｏ ．５０ １２ ．００ １３ ．５０

■
鍛 冶 工

９． ００－１２ ．００ １２ ．００ １５ ．００

一
指 物 工

９． ００ ９． ００ １２ ．００

一
捺 染 型 彫 工 １６ ，５０ １５ ．００ １５ ．００

■
紡 績 工

９． ００一一１２ ．００ ６． ００ ６． ００一一１５ ．００

１
手 織 工 ‘ 一 ■

１３ ．５０

刺 繍 工 １３ ．５０ １３ ．５０ １２ ．００

■
鉄 道 工 夫

一
７． ８０

■ 一
日 雇 ６， ９０ ６． ６０ ９． ００

一

＊：ケムニッツの通貨単位はＴａｌｅｒ，Ｎｅｕｇｒｏｓｃ
ｈｅｎ，Ｐｆｅｍｉｇであるが，ここではＭａｒ

ｋ， Ｐｆｅｎｎｉｇに換算してある
。

資料：Ｂｅｃ
ｋｅｒ，Ｓ ．２７３

繊維工業で働いていたことを考えれば（ケムニッツの場合，１８７５年に女子労働者の

比率は６０．８％，児童は６．７％），表に示された繊維工業労働者の賃金は実際よりも

かなり高くな っているはずである 。一方機械工業では，女子および児童の雇用

はほとんど，あるいは全く見られなか った。当時のある報告によれば，機械工

業では通常１５才以上の男子のみが雇われ，女子労働はほんの例外にすぎなか っ
　　　１１）
たという 。第３表からは，機械工業労働者が当時最も高い賃金を得る労働者の

一つであ ったことが明らかである 。

　さて ，上に見た名目賃金は労働者間の賃金の格差を知るには有用であるが
，

労働者の生活水準の変化については，名目賃金と生計費をあわせた実質賃金の

動向の把握が不可欠である 。第４表を見よう 。この表でドイツ 機械工業労働者

の賃金とされているのは，ケムニッツを含む１３の都市およびザクセンのいくつ

かの中小都市のデ ータを平均してえられたものである 。また生計費指数は，都

市の状態を代表するものとして ，ニ ル１／ベルクにおける衣食住のさまざまな

要素の価格から算出されている 。ケムニッソの物価については残念ながら信頼

しうる数値がえられない。各地域ごとの賃金 ・生計費の差は無視しがたいもの

　　　　　　　　　　　　　　　　（８２５）
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第４表　ドイツ 機械工業におげる一日当たり平均賃金

年
賃　金 名目賃 生計費 実質賃 年

賃　金 名目賃 生計費 実質賃
（Ｍ．） 金指数 指　数 金指数 （Ｍ．） 金指数 指　数 金指数

１８５０ １． ５６ ６５ ６５ １００ １８６１ １． ９４ ８０ ９７ ８２

１８５１ １． ６１ ６７ ７５ ８９ １８６２ １． ９６ ８１ ９４ ８６

１８５２ １． ５０ ６２ ９０ ６９ １８６３ ２． １５ ８９ ９０ ９９

１８５３ １． ６１ ６７ ８３ ８１ １８６４ ２． １９ ９１ ９１ １００

１８５４ １． ６８ ７０ １０１ ６９ １８６５ ２． １０ ８７ ８７ １００

１８５５ １． ７３ ７２ １０９ ６６ １８６６ ２． １１ ８７ ９０ ９７

１８５６ １． ９０ ７９ ９１ ８７ １８６７ ２． １３ ８８ １０３ ８５

１８５７ ２． １０ ８７ ９１ ９６ １８６８ ２． １９ ９１ ９９ ９２

１８５８ ２． １３ ８８ ８１ １０９ １８６９ ２． ４０ １００ ９６ １０４

１８５９ ２． ０６ ８５ ８４ １０１ １８７０ ２． ４０ １００ １００ １００

１８６０ ２． ０５ ８５ ９０ ９４

指数はいずれも１８７０年 ＝１００

実質賃金指数二名目賃金指数÷生計費指数ｘ１００

資料賃金賃金指数はＢ　ｋ　Ｓ２７６，生計費指数はＷＦｌｓｃｈｅｍａ　Ｓｏｚｌａｌｇｅｓｃｈ１ｃｈｔ１ｌｃｈｅｓ ＡｒｂｅｌｔｓｂｕｃｈＩＭｍ
ｃｈｅｎ１９８２，Ｓ，１５５ｆ．より計算 。

があり ，また機械工業労働者内部の賃金格差もこの表では考慮されていない 。

ケムニッツ 機械工業労働者の実情を理解するうえで表のデ ータは決して充分で

はないが，しかしおよその傾向を知る手がかりにはなるだろう 。

　まず名目賃金は，１８５０年からほぽ一貫して上昇した後１８５８年を頂点に下落し
，

１８６３年にいた って再び上昇に転じる 。以後はぽ同じ水準で上下した後，１８６０年

代の末に上昇傾向を示す。１８５０年代末から１８６０年代初めにかけてはアメリカ南

北戦争の影響で原料綿花が不足し，ドイソの綿工業が苦境に陥 っていた。繊維

工業からの注文減により機械工業も打撃をうげ，それが労働者の賃金の低下に

つながったと考えられる 。この時期にはさらに，各地で多数の機械工業労働者
　　　　　　　　　　　　　　　１２）
が失業ないし短縮労働を強いられた。次に生計費はより複雑な動きを示してい

る。 まず１８５５年を頂点として急上昇した後一旦下落し ，その後１８６０年代初めに

再び上昇するが，まもなくゆるやかな低落傾向に転じる 。１８６０年代後半には生

計費は比較的高い水準で上下した。この結果実質賃金は，まず１８５５年を底とし

て急落した後１８５０年代末にようやく１８５０年の水準をこえる 。その後１８６０年代初

めに若干低下したもののまもなく回復し ，以後変動を含みつつほぽその水準を
　　　１３）
維持した 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（８２６）
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　最近の統計によれば，ドイツの工業 ・手工業労働者の実質賃金は，１８４０年代

および５０年代前半に低い水準に低迷した後，１８５０年代後半からは上昇傾向を示

す。 ただしこの間１８４０年代末から５０年代初めにかけての数年間は，短期の景気

回復と ，革命下の抵抗 ・政治的決定によっ て一時的に賃金が上昇した。機械工

業労働者の実質賃金も ，これとほぽ同様の動きを示したと言 ってよい。全体と

して見れば，産業革命期に労働者の実質賃金は，変動を含みつつも次第に上昇

した。ただし労働者に対する経済発展の最大の効果は，むしろ大幅な雇用増に
　　　　　　　　　　　　　１４）
こそあ ったと言うべきであろう 。

　最後に労働時間について見よう 。ドイツの機械工業におげる労働時問は ，

１８５０年代前半には一日１１－１４時間であ った。その後特に１８６０年代に入 って労働

時間は短縮傾向を示す。１８６８／６９年の時点で１２時間をこえることはほとんどな

く， １Ｏ－１１時間の工場も存在した。１８６１年のザクセンの工場規則は，機械工業

の一週間の労働時間を６５時間と定めている 。これに対して繊維工業のそれは７２

時問であ った。もっともこの数値は必ずしも実情と一致せず，例えば紡績工の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
場合一日の労働時間は通常１４－１５時間におよんでいた 。

　ケムニッツではハウポルト機械工場の１８３２年の工場規則が，一週間の労働時

間を７２時間と規定している 。またボルヒャルト蒸気機関製造所の１８３９年の工場

規則では，労働時間は週６９時間であ った。さらに上にふれた１８４９年３月の工場

規則は，これを６５時間と規定している 。しかし労働時間の短縮は以後停滞し ，

ケムニッツ 機械工業の１８６２年の工場規則も ，週６日で６５時間と労働時間を定め
　　１６）

ている 。

　以上われわれは，ケムニッツの機械工業およびその労働者のおよその状況を

描き出そうと試みた。以下では特にある一つの企業にしぽり ，そこで働く労働

者の状態をより立ち入 って検討することとしたい。対象とするのは，ケムニッ

ツ最大のハルトマン機械工場である 。本稿の冒頭でふれたケムニッツ 機械工業

労働者の生産協同組合は，設立資金獲得のために株式を発行したか，株主とな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
った労働者のかなりの部分がこの工場の労働者であ った。この点からも ，ハル

トマノエ場の分析はわれわれにとっ て重要な意味をもつ 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（８２７）
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　ｖｏｎ　Ｍａｓｃｈｍｅｎ　Ｄ１ｓｓ ，Ｂｅｒｇａｋａｄｅｍ１ｅ　Ｆｒｅ１ｂｅｒｇ１９８０，Ｓ１１トイソにおける工業

　発展の地域分布について，Ｗ
ｅｈ１ｅｒ，Ｓ．７３－９１，６３２ｆｆ．； 渡辺，第１章 ；柳沢治ｒ第

　二帝制期におけるドイツ 経済の地域的編成」『経済と経済学』４７（１９８１）を参照 。

２）　Ｒ　Ｓｔｒａｕｓｓ　Ｄ１ｅ　Ｌａｇｅ　ｕ　ｄ１ｅ　Ｂｅｗｅｇｍｇ　ｄｅｒ　Ｃｈｅｍｍｔｚｅｒ　Ａｒｂｅ１ｔｅｒ　ｍ　ｄｅｒ　ｅｒｓｔｅｎ

　Ｈａ１ｆｔｅ　ｄｅｓ１９Ｊｈｓ， Ｂｅｒ１ｍ１９６０，Ｓ５４ｆ　１９世紀前半のケムニソソ 機械工業およ

　びその労働者の動向については，拙稿「ドイツ三月革命期における〈アソツィア

　ツィオン〉」『土地制度史学』１２３（１９８９），１５－１６頁を参照
。

３）ＷＢｅｃ
ｋｅｒ，Ｄ１ｅ Ｅｎｔｗ１ｃｋ１ｕｎｇｄｅｒ ＤｔＭａｓｃｈｍｅｎｂａｕｍｄｕｓｔｒｌｅｖｏｎ１８５０ｂｌｓ

　１８７０，ｍ　Ｄｅｒｓ／Ａ　Ｓｃｈｒｏｔｅｒ，Ｄ１ｅ　ｄｔ　Ｍａｓｃ
ｈｍｅｎｂａｕｍｄｕｓｔｒ１ｅ　ｍ　ｄｅｒ　ｍｄｕｓｔｒ１ｅ１１ｅｎ

　Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ，Ｂｅｒｌｍ１９６２，Ｓ２１９　これに次いで機械工場の多いのはヘルリノ

　（３３）であり ，かなり間をおいてドルトムント ・ハレ ・ライプッィヒ（１１），マク

　デブルク（１Ｏ），ドレスデ ン（８），デ ュイスブルク（７），ケルソ ・ハノーフ

　ァー（６）が続く 。Ｅｂｄ．なお産業革命期におけるドイソ 機械工業の発展につ

　いて，大島隆雄「ドイツ 機械工業の形成過程」河野健二 ・飯沼二郎編［世界資本

　主義の形成』岩波書店，１９６７年所収 ；小笠原茂「１９世紀前半におけるドイツ 機械

　工業の発展」『商学論集』（福島大学）３８－２（１９６９） ；同ｒ１９世紀後半におけるド

　イツ 機械工業の発展」『杜会経済史学』３７－３（１９７１）； 高橋秀行「ベルリン機械

　製造工業の生成過程」『経済論集』（大分大学）２２－１（１９７０）を参照 。

４）　Ｈ　Ｂａ吋ｈ，Ｄ１ｅ　ｓｏｚ１ａｌｅｎ　Ｚｕｓｔａｎｄｅ　ｄｅｒ　ｕｎｔｅｒｅｎ　Ｂｅｖｏ１ｋ
ｅｒｕｎｇｓｓｃ

ｈ１ｃｈｔｅｎ　ｍ　Ｃｈｅｍ

ｍｔｚ　ｗａｈｒｅｎｄ　ｄｅｒ　Ｕｍｇｅｓｔａ１ｔｍｇ　ｕｎｓｅｒｅｓ　Ｗ耐ｓｃｈａｆｔｓ１ｅｂｅｎｓ　ｍ　ｖｏｒｌｇｅｎ　Ｊｈ ，Ｄｌｓｓ
，

　Ｆｒａｎｋｆ耐ａ Ｍ１９２１，Ｓ１０３ｆたおハルトが各所で示す数値には相互に矛盾す

　る箇所がいくつかあり ，必ずしも正確ではないと思われる 。ただしここではおよ

　その傾向が知られれぱ充分であろう 。

５）　Ｅｂｄ
．，

Ｓ． １１６

６）　Ｌｕｄｗｉｇ，Ｓ．１８

７）以下，ＷＲｅｎｚｓｃ
ｈ， Ｈａｎｄｗｅｒｋｅｒｕ Ｌｏｈｎａｒｂｅ１ｔｅｒｍｄｅｒｆｍｈｅｎ Ａｒｂｅ１ｔｅｒ

　ｂｅｗｅｇｍｇ，Ｇｏｔｔｍｇｅｎ１９８０，Ｓ１４７－１５１による 。またＪＫｏｃ
ｋａ，Ａｒｂｅ１ｔｓｖｅｒｈａ１’

　ｎ１ｓｓｅ　ｕ　Ａｒｂｅｌｔｅｒｅｘ１ｓｔｅｎｚｅｍ　Ｇｍｎｄ１ａｇｅｎ　ｄｅｒ　Ｋ１ａｓｓｅｎｂｌ１ｄｍｇ　ｍ１９Ｊｈ ，Ｂ
ｏｍ

　１９９０，Ｓ．４４０ｆ．も参照。ここでレンチ ュは１８７０年代のベルリン機械工業を念頭に

　おいて叙述を行っているが，１８６０年代のケムニッツについてもおよそ妥当するも

　のと考えてよいだろう 。なおレソチ ュの叙述はすでに今久保氏が紹介している 。

　今久保幸生「１９世紀末ドイツ 電機工業における経営 ・労務政策（７）」［佐賀大学

　経済論集』２２－２（１９８９） ，７４－７６頁
。

（８２８）
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８）Ｌｕｄｗｉｇ，Ｓ，６８

．シ ュトゥットガルト近郊のエスリソゲン機械工場で働く労働

　者５３８人（１８５３年）の職種ごとの比率は次のようであ った。すなわち日雇 ・補助

　労働者２２．９％，旋盤工２２．９％，錠前工２１ ．９％，鍛冶工９．９％，指物工４．３％，槌打

　工０．７％，リベットエ１ ．１％，ラ ッカー 塗装工１ ．５％，ブリキエ０．６％，鋳造工

　Ｏ．７％，皮革工０．４％，車大工０．４％，徒弟２．８％，親方３．Ｏ％，不明５．４％，事務職

　員２０％。Ｈ　Ｓｃｈｏｍｅｒｕｓ，Ｄ１ｅ　Ａｒｂｅ１ｔｅｒ　ｄｅｒ　Ｍ
ａｓｃ

ｈｍｅｎｆａｂ・１ ｋ　Ｅｓｓ１ｍｇｅｎ，Ｓｔｕｔｔｇａ・ｔ

　１９７７，Ｓ．１２６

ｇ）　Ｂｅｃ
ｋｅｒ，Ｓ．２４４

１０）　２つの工場規則は，Ｌｕｄｗｉｇ，Ｓ．２９４ｆｆ
．， およびＤｅｒｓ

．，

Ｚｕ　Ｐｒｏｂｌｅｍｅｎ　 ｄｅｒ　Ｋ
ｏｎ ・

　ｓｔ１ｔｕｌｅｒｕｎｇ　ｄｅｓ　Ｐｒｏ１ｅｔａｒ１ａｔｓ　ｍ　Ｃｈｅｍｍｔｚ　ｕｍ　ｄ１ｅ　Ｍ１ｔｔｅ　ｄｅｓ１９Ｊｈｓ， ｍ　Ｂｅ１ｔｒａｇｅ

　ｚｕｒ　Ｈｅ１ｍａｔｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ　ｖｏｎ　Ｋａｒ１－Ｍａｒｘ－Ｓｔａｄｔ（：ＢＨＫ） ，２４（１９８０），Ｓ４２伍

　（１８６２年の草案のみ）に収録されている 。

１１）　Ｂｅｃ
ｋｅｒ，Ｓ．２３８ｆ

．，

２４１ｆ

１２）　Ｅｂｄ
．，

Ｓ． ２３９，２４２ｆ

１３）エスリンゲソ機械工場についてのショメルスの調査も ，われわれの議論とほぽ

　同様の結果を示している 。ただし１８５０年代半ばにおける実質賃金の下落は比較的

　軽微であり ，また以後の実質賃金の上昇は１８６０年にピークを迎えている 。

　Ｓｃｈｏｍｅｒｕｓ，Ｓ．１３８，２９６ｆ

１４）Ｆｉｓｃｈｅｒ　ｕ
．ａ ．，

Ｓ． １５５伍 ．： Ｋｏｃｋａ，Ｓ．４９４－４９６．工業 ・手工業労働者の実質賃金は ，

　その後若干の変動を含みつつ１８６０年代の水準を維持し ，１８８０年代後半から明確な

　上昇傾向を示す。なおケムニッツにおける牛肉の一人当たり年間消費量は ，１８５１

　年の２９５ポノトから１８７０年には４１ポノトに，また豚肉の消費旦は同じ期間に１７８

　ポソドから２６ポンドに増加している 。Ｂａ血ｈ，Ｓ．１３７．　トイテベルクによれぽ杜会

　上層の肉の消費はほぽ一定のままであり ，消費増は主として中 ・下層民によるも

　のと考えられる 。Ｈ　Ｊ　Ｔｅｕｔｅｂｅｒｇ／Ｇ　Ｗ１ｅｇｅ１ｍａｍ，Ｄｅｒ　Ｗａｎｄｅｌ　ｄｅｒ　Ｎａｈｍｇ

　ｓｇｅｗｏｈｎｈｅ１ｔｅｎ　ｕｎｔｅｒ　ｄｅｍ　ＥｍＨｕＢ　ｄｅｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒ１ａ１１ｓ１ｅｒｕｎｇ，Ｇｏｔｔｍｇｅｎ１９７２，Ｓ１３０

　ｆ．またブラウソシ ュヴ ァイクの労働者の生活水準について ，賃金 ・雇用状況 ・

　肉消費 ・住宅事情その他を勘案しつつ，シルトは本稿のこれまでの議論と同様の

　結論に達している 。Ｇ　Ｓｃｈ１ｌｄｔ，Ｔａｇｅ１ｏｈｎｅｒ　Ｇｅｓｅ１１ｅｎ，Ａｒｂｅｌｔｅｒ 　Ｓｏｚ１ａ１ｇｅｓｃ ｈ１ｃ ｈ－

　ｔｅ　ｄｅｒ　ｖｏｒｍｄｕｓｔｒ１ｅ１１ｅｎ　ｕ　ｍｄｕｓｔｒ１ｅ１１ｅｎ　Ａｒｂｅ１ｔｅｒ　ｍ　Ｂ
ｒａｕｎｓｃｈｗｅ１ｇ１８３０－１８８０

，

　Ｓｔｕｔｔｇａ血１９８６，Ｓ３７８ｆｆ　以上の議論と関連して ，イキリス産業革命期の労働者

　の生活水準をめぐるよく知られた論争について ，ここでは原剛ｒ１９世紀末英国に

　おける労働老階級の生活状態』動草書房，１９８８年 ；松村高夫「イギリス産業革命

　期における生活水準論争再訪（上）（下）」『三田学会雑誌』８２－２（１９８９） ，８３－１

　（１９９０）のみをあげておく 。

１５）　Ｂｅｃ
ｋｅｒ，Ｓ　２４３ ，Ｅ　Ｈｏｆｍａｎｎ　Ｄｌｅ　Ｅｎｔｗ１ｃｋ１ｕｎｇ　ｄｅｒ　Ａｒｂｅ１ｔｅｒｂｅｗｅｇｍｇ　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　（８２９）



３４２　　　　　　　　　　立命館経済学（第３９巻 ・第５号）

　　Ｃｈｅｍｍｔｚ　ｚｗ１ｓｃｈｅｎ１８６２ｕ１８６６，ｍ　ＢＨＫ２５（１９８２），Ｓ１１

　１６）Ｌｕｄｗ１ｇ，Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕｗｅｒｋｓｔａｔｔ，Ｓ８９，２９４，３００，３０８ｆ　１８６２年の工場規則に

　　よれぱ，始業時間は月曜日が朝７時半，火曜から土曜までは６時，終業時間につ

　　いては工場主が個 々に決める 。また月曜日をのぞいて午前８時から８時半までは

　　朝食の休憩，１２時から午後１時までは昼休みとなる 。翌日にくりのべできない仕

　　事がある場合，上司が求めれぱ労働者は上記以外の時間にも働く義務をおう 。残

　　業時間は通常の賃率に従って支払われる 。

　１７）Ｅ　Ｈｏｆｍａｍ　Ｄ１ｅ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕ－Ａｒｂｅ１ｔｅｒ－Ｋｏｍｐａｍｅ　ｍ　Ｃｈｅｍｍｔｚ

　　（１８６３ｂ１ｓ１８６７），ｍ　Ｊｂ，ｆ　Ｗ耐ｓｃｈａｆｔｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ１９８３１ｍ，Ｓ８４ｆ

ｎ　ハルトマン機械工場の発展と労働者の状態

１　ハルトマン機械工場の発展

　リヒャルト・ハルトマノ（Ｒ　Ｈａ・ｔｍａｍ）か工場を設立したのは１８３７年のこと

である 。彼は１８０９年に，エルザスの小村で富裕な手工業者（靴屋 ・白なめし職

人・ ぶどう畑所有者）の子として生まれた。３年間工具鍛冶として徒弟修行をつ

んだ後，１８３０年に遍歴の旅にでる 。ケムニッツを訪れたのはその２年後で，当

時この都市で最大のハウホルトの機械工場に工具鍛冶職人として雇われた 。

１８２６年に設立されたハウポルトの工場はドイツで最初の硫毛糸紡績機を製造し ，

１８３４年の時点ですでに５００人の労働者（うち２００人は家内労働者）を雇 っていた 。

ハルトマソ をはじめ，ここで働いた労働者の何人かは後に指導的な機械製造業

者へと成長する 。

　ハウホルトの工場でハルトマソはやかて請負親方（Ａｋｋ０・ｄｍ・１・ｔ・・）の地位を

得， 同時に組立工としても働いた。請負親方は一台の機械の製造をひきうけ ，

労働者も自身で選んで賃金を支払った。１８３７年にハルトマンは市民権を取得し ，

親方として独皿する 。独立にあた ってはハ：■カリー出身の工具鍛冶イリ：■クを

共同経営者とし，別の機械製造業者の作業場を工具 ・在庫とあわせて両者の資

金で買い取った。２年後，ハルトマ１／はイリンクとの共同経営関係を解消し ，

新たに商店員（もと紡績工）ゲヅソェ をパートナー に選ぶ。　般にトイソの機

　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３０）



　　　　産業革命期におけるケムニッツ 機械工業の発展と労働者の状態（山井）　　３４３

械工業では，１８４０年代，あるいはさらに１８５０／６０年代にも合名会杜の形態が支

配的であ った。ただしハルトマソは１８４２年にはゲ ッツヱとの共同関係を解消し ，

単独の経営者とな っている 。工場開設当初の労働者（職人）は３人，しかし翌

年には３０－４０人に増え ，１８４１年には約２００人。その後もかなりの変動を含みつ

つ急速に規模を拡大し ，１８６２年には１ ，４１３人，１８７１年には３，２５０人の労働老を擁

するケムニッツ 最大，ドイツ 全体でもベルリソのボルジ ッヒ（１８７１年に労働者

７， ０００人）につぐ屈指の機械工場に成長した 。

　開設当初，ハルトマンの工場は主として紡績機の部品の修理 ・製造を行 って

いたか，１８３９年に独自の硫毛粗紡績機（Ｖ０・ｓｐｍｎｋ・・ｍｐｅ１）を製造して大きな成

功をおさめた。１８４０年には蒸気機関の製造を始め，１８４８年には機関車の製造
，

また１８５７年には工作機械の製造にものりだした。１８４０年代前半にはなお繊維機

械が売り上げの圧倒的部分を占めていたが，やがてその比重は低下し ，１８５０年

代後半には蒸気機関車 ・蒸気機関が売り上げの中心を占めるようにな った 。

１８７０年にハルトマ１／の工場は株式会杜に改組され，名称も「ザクセン機械工

場」（Ｓ・・
ｈ・１・・ ｈ・ Ｍ… ｈｍ・ｎｆ・ｂ・１ｋ）と変わる 。その折の株主募集の広告文によれ

ば， 企業は，１ ．蒸気機関車工場（「年に１００台の機関車と炭水車の製造能力をも

つ」） ，２ ．工作機械工場（「現在特にドイツおよび外国の陸 ・海軍工廠向けの機械を

製造」） ，３ ．蒸気機関 ・水カモーター・ 製粉機工場，４ ．紡績機工場，５ ．織

機工場の５つの部門から構成されていた 。

　ところで以上のような急速な発展は，ハルトマ 川こ対するザクセン政府の積

極的な支援かなけれは不可能てあ ったろう 。１８４８／４９年の革命下で業績悪化に

苦しむケムニッツの機械工業に対し ，ザクセソ政府は４３，７８２ターラーの資金を

貸与したが，ハルトマソはそのうち２，８３４ターラー を受げ取 った。これはケム

ニソソの機械工場中最高の額てある 。また革命下の経済的苦境をのりきるため

にハルトマソは小銃等武器の生産を行ったが，ザクセン政府は２０，Ｏ００丁の針発

銃の注文によっ てこれを助げた。さらにこれに先立つ１８４５年，ハルトマソは機

関車製造のための資金援助をサクセ：／政府に求め，５年間無利子，返済開始は

１Ｏ年後というきわめて有利な条件で３０，ＯＯＯターラー の信用供与をえている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（８３１）
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　もっとも１８５０年代以降になると ，国家の信用供与は企業の資金源としての重

要性を減じている 。当時　般に機械製造企業はかなりの高利潤（１８５０年代には

５－２８％，１８６２年のある報告によれぱ多くの企業が５０％以上）をあげており ，豊富な

自己資金による経営の拡大が可能であ った。むしろこの時期に重要なのは国家

の与える注文であり ，とりわけ機関車の生産においてこれか決定的であ った 。

１８６１年までにザクセソ 国有鉄道に納入された機関車１４３台のうち，９５台がハル

トマンのものである 。また１８５５年以降にかぎれぱ，ザクセン 国有鉄道はハルト
　　　　　　　　　　　　　　　１）
マンの機関車しか購入していない 。

　以上，われわれはハルトマン機械工場の発展を追 ってきたのであるが，ここ

で「手工業者から工場主へ」という上に見たハルトマ：／の上昇経路が，　　た

とえハルトマンほどの成功をおさめなかったにせよ　　 トイソの機械製造業者

の職業上の出自において通例とも言うべきものであ ったことに注意しておきた

い。

　１９世紀前半のドイツの機械工業について，創業者のもとの職業を調査したシ

ュレーター によれぱ，彼の確認した７２人のうち３３人が手工業者（職人を含む）
，

１７人が機械製造工，つまり技術学校 ・留学 ・機械工場での実地訓練等によりは

じめから機械工業の職業教育をうけた者，そして１１人が他の部門の商人ないし

工場経営者であ った。残る１１人の内訳は，知識人（Ａｋａｄｅｍｋｅ・）３人，貴族６

人， 将校１人，裁判官１人である 。また上の手工業者３３人の職種を見れば，錠

前工１０人，指物工５人，鍛冶工４人，大工４人，時計製造工２人，鋳物工２人 ，

印刷工２人，織物工２人，桶製造工１人，労働者１人とな っている 。さらに創

業者の父親の職業が判明する２９のケースについても ，同じく手工業者が１２人と

多数を占め，それ以外は商人 ・工場主８人，牧師４人，農民３人，教師１人 ，

銀行家１人であ った。機械工業経営者の職業的出自のみならず，その杜会的出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
自においても手工業が決定的な位置を占めていたのである 。

　同様の状況は対象をヶムニッッに限っても確認される 。Ｅ．バルトは，１８００

年から１９００年の間にケムニッツおよびその周辺で機械工場を設立した者１０６人

の職業的出自を分析している。それによれば彼らの以前の職業の内訳は，手工

　　　　　　　　　　　　　　　　（８３２）
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業者５１人，機械製造工２７人，技師１６人，商人１０人，貴族２人てあ った。手工業

者のうち多数を占めるのは，鍛冶工１７人，旋盤工７人，鋳物工６人，錠前工５

人等である 。時期別に見れば，１８００年から１８５０年，１８５１年から１８７０年のいずれ

においても手工業出身者が最多数を占めるが（それぞれ５５人中２６人，２８人中１６人）
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
１８７１年から１９００年にいた って技師がこれを上回る（２３人中１０人，手工業者は９人）。

　錠前工 ・鍛冶工等金属加工手工業の出身者が大きな比重を占めるのは，初期

の機械工場におげる経営者の機能からして当然である 。１８４０年代には，そして

それ以後もなおしぱしぱ，彼らは一種の手工業親方としての役割をはたしてい

た。 すなわち彼らは自ら最も熟練した労働者として働き ，また労働者の養成に

　　　　　　　　　　　４）
もあた っていたのである 。

　以上のような状況は，労働者の意識のうちに確実に反映していた。１８６３年の

機械工業労働者による生産協同組合の設立にあた って ，その趣旨を説明したあ

る書簡は次のように言う 。「一人一人の個人が首尾よく成功したものが，より

大きな団体（Ｃｏ・ｐ０・ａｔｉＯｎ）にうまく行かないことなどどうしてあろうか。商

業・ 技術教育の点で，これらの工場主たちが何か特別すぐれたところなどあ っ

　　　　　５）
ただろうか 。」

２　ハルトマン機械工場の労働者　　手工業職人から手工業的工場執練エヘ

　上に見たようなハノレトマン機械工場の発展は，そこで働く労働者にどのよう

な影響を与えたであろうか。賃金 ・労働時間について ，すでにわれわれはドイ

ツないしケムニッツ 機械工業全体の動向を検討した。ハルトマンの工場を特別

　　　　　　　　　　　６）
の例外とする資料はない。そこでわれわれはさらに進んで，「手工業職人から

手工業的工場執練エヘ」という傾向的変化の過程として，この間の労働者の存

　　　　　　　　　　　　　　７）
在形態の変化をとらえてみたい 。

　まずハルトマソ機械工場の初期の労働者について ，その職業的出自を確認し

ておこう 。１８３７年の工場開設から１８４１年までの間，ハルトマソの工場で働いた

ことの確認される労働者９１人の以前の職業は次の通りである 。すなわち，錠前

職人２３人，指物職人２２人，工具鍛冶職人９人，工場労働者８人，鍛冶職人５人 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（８３３）
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旋盤職人４人，大工職人４人，機械製造工３人，鉄旋盤工２人，蹄鉄工２人 。

他に靴下編み工，左官徒弟，コノパス鍛冶工，木材旋盤工，左官職人，簿記事

務員，機械工，運送取扱人，機械製造徒弟がそれぞれ１人であ った 。

　「職人」（Ｇｅ・・１１・ｎ）という呼び名に示されるように，初期の機械工業におい

て労働者，特に熟練工の圧倒的多数はかつての手工業職人であ った。もっとも

金属加工関係等の手工業者がはじめから熟練工として働いたのに対し，靴下編

み工など機械製造と関係のうすい職種から流入した職人は，半熟練工として一

つ下の層を形成した。そしてさらにその下に，運搬 ・倉庫作業や機械製造の補

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）助にあたる日雇 ・手工労働者などの不熟練労働者がいる 。

　もっともこのような状況はその後しだいに変化した。当初各職種のツソフト

に所属していた熟練工はやがてこれを離脱し，自ら工場労働者と名のるように

なっ た。一方半熟練工にしても機械製造の専門労働者であることにかわりはな

く， 両者の区別はしだいに失われてい った。また機械工業の発展にともない
，

すでに別の工場で働いた経験のある労働者がふえていく 。若干のテータを示そ
う。

　ケムニヅツに隣接するシ ュロス ・ケムニッツで１８５６年５月から１８５８年１２月ま

での間に居住 ・滞在許可を得た者のうち，ハルトマノエ場の労働者が３５人確認

される 。彼らの以前の職業を見ると ，工場労働者７人，工場鍛冶工３人，鋳鉄

工３人，鉄旋盤工２人，大工職人２人，他に工場労働者および工場ブリキエ
，

蹄鉄工親方，鍛冶親方，鍛冶工　機械製造工，錠前職人，指物親方，指物職人 ，

靴下編み親方，靴下編み職人，精肉職人，手工労働者，園丁女子労働者がそれ

ぞれ１人，そして残る５人の職業は不明である。彼らのうちおそらく１７人かす

でに工場ないしマニ ファクチ ュアでの就労経験をもち，一方９人が手工業で

働いていたものと考えられる 。また，判明するかぎりで上の労働老のハルトマ

ンエ場での職種を見ると ，ある工場鍛冶工はそのまま工場鍛冶工となり ，鋳鉄

工も同様，鍛冶親方は工場鍛冶工，錠前職人は工場錠前工，指物親方は工場労

働者，精肉職人は守衛とな っている 。

　またケムニッツの町はずれにあるシ ュロス ・フォアヴ ェルクとシ ュロス ・ガ ッ

　　　　　　　　　　　　　　　　（８３４）
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セの居住 ・滞在調書には，１８５４年から１８５６年の間にハルトマノエ場の労働者か

３６人確認される 。彼らの以前の職業は，工場労働者１３人，工場錠前工４人，手

工労働者４人，鋳鉄工２人，他に工場鍛冶工，錠前親方，機械製造工，鉄研磨

工， 鉄旋盤工，手工労働者および鋳鉄工，織布職人および工場労働者，製粉職

人， 大工職人，靴下編み親方，御老がそれぞれ１人，そして不明が１人であ っ

た。 彼らのうち２３人がすでに工場ないしマニュファクチ ュアでの就労経験をも

つ。 また彼らのハルトマンエ場での仕事を見ると ，ある工場労働者（織布工場

から転職）は火夫，手工労働者は手工労働者，鋳鉄工は鋳鉄工，大工職人は木

材作業であ った 。

　以上のようなデ ータからＫ．ルートヴィヒは，以前別の工場で働いた経験の

ある労働者が，すでに１８５０年代にはハルトマンエ場の労働者中の多数を占め ，

これに対して手工業から直接流入する労働者の数はますますわずかにな ってい

　　　　　　　　９）
った，と結論する 。もっとも１８５６年の時点で１ ，ＯＯＯ－１ ，２００人を数えるハルトマ

ンエ場の全労働者に対して ，上に見たデ ータの対象はあまりにわずかでしかな

い。 結論を下すにあた って ，われわれはなお慎重でなければならないだろう 。

しかし工場を主たる職場とし，しかも純粋な手工業とは異なる技能を備えた熟

練工，このような労働者の階層がしだいに形成されてい ったことは，確認しう

るように思われる 。この点については，機械工業における技術発展，機械制工

場成立の過程について若干の知識をえておくことか必要である 。

　　般に機械工業の幼年期にあ っては，ハノマー・ たかね ・やすり ，それに最

も初期の旋盤 ・ボール盤のみが唯一の工具であ った。ハルトマンの場合も例外

ではなく ，１８４０年頃まで機械は単に補助的な役割をはたしていたにすぎない 。

またその機械も当初は簡単なもので，例えば彼が自身の工場のために製作した

最初のホール盤は，はずみ車を手て回して駆動し，足踏み動力で作業対象をト

リルに寄せるというものであ った 。

　もっともまもなく畜力（馬） ・水力，さらに蒸気力が動力として導入される 。

ハルトマンが１８４０年に蒸気機関の製造にのりだしたことはすでに述べたが，最

初の蒸気機関は自身の工場で使用するためのものであ った。また工作機械もそ

　　　　　　　　　　　　　　　　（８３５）
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の種類と数を増し ，１８４７年には数種の旋盤１０台，送り台つき旋盤２台，歯車旋

盤１台，みぞ削り機３台，穿孔台１台，丸削り盤２台，平削盤４台，ボール盤

１台か装備されていた。　般に１８４０年代の機械工業では旋盤 ・ホール盤 ・平削

盤が標準的な装備であり ，ハルトマンの場合も同様である 。ただしこれらの汎

用機と並んで ，送り台つき旋盤（Ｓｕｐｐ０吋ｄ・ｅｈｂ・ｎｋ） ・丸削り盤（ＲｍｄｈＯｂｅ１ｍ・
．

・ｃｈｍｅ）の存在が専門機械 ：■ステム 発展の端緒を示している 。もっとも１８４０年

代には機械の使用は準備工程に限られ，最終加工はなおハンマー・ たがね ・や

すりを用いた手作業で行われていた 。

　１８５０年代初めは好況期にあたり ，ハルトマ１／の工場も急速に規模を拡大した 。

またこの間最新の工作機械の導入が進められ，１８５５年には諸種の旋盤 ・ホール

盤・ 平削盤だけでもそれぞれ１０５台 ・３３台 ・２２台を数え ，他に１５種ほどの工作

機械が装備されていた。旋盤等の伝統的な汎用機がなお多数を占めるとはいえ
，

例えぱ送り台つき旋盤がすでに１７台を数え，またポー ル盤 ・平削盤にしてもそ

の種類が多様化するというように，個 々の機械の専門化が大きく進展している
。

われわれはほ陵この頃，ハルトマンの工場が分業的な機械体系を備えた本格的

な「工場」とな ったと言 ってよいだろう 。

　すでに機械工業の成立期に，工場に雇われた手工業者に対しては，しぱしば

まず機械製造のための職業訓練がほどこされねぱならなか った。技術発展にと

もな って ，伝統的な手工業の技術とは異なる熟練が労働者に一層求められたこ

とは当然である 。１８５０年代に多くの労働者は特定の作業に専門化し ，高い熟練

を備えていたという 。また熟練労働者養成のためにハルトマンは工場内で徒弟

を養成し ，その数はすでに１８４８年に３１人，１８５０年には５４人に達していた。さら

に最局度の執練労働者てあり ，他の労働者の指導 ・養成にもあたる技師 ・職員

の増加も著しい。１８５０年の時点でハルトマソの工場には３人の「技術職員」が

いたが，１８５８年に「専門家」の数は２３人にふえている。その内訳は技師
（Ｔｅｃｈｍｋｅｒ）１６人（うち３人はそれぞれ組立工，職長，エノソニァを兼ねる），エノソ

ニア４人，ボイラー 製造工２人（うち１人は職長を兼ねる），機械工１人であ っ

た。

　　　　　　　　　　　　　　　　（８３６）
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　しかし一方，機械の製造工程かなお長く手工業的性格をととめていたことは ，

われわれのすてに確認したところてある 。手工業的執練とともに機械操作に要

する技能をも備えた機械工場の熟練労働者を，われわれは「手工業的工場熟練

　　　　　　　　　　１０）
工」と呼ぶことにしよう 。

　このような熟練工の一部は，一つの工場に長く勤続して基幹労働者とも言う

べき層を形成した。例えばハルトマソの場合１８５８年の時点で，１８３９年以来の勤

続者が１人，１８４０年以来の者が５人，１８４１年，１８４２年 ，１８４４年 ，１８４５年，そし

て１８４８年以来の者がそれぞれ１人確認される 。これらはすべて熟練工であり ，

しかも例えば機関車の可動部分を製造する錠前工，硫毛機 ・紡績機の製造にあ

たる旋盤工など特定の作業に専門化していた 。

　これら基幹労働者かとの程度存在したかについて確かな数値はないか，おそ

らく全労働者中の小部分にすぎなか ったろう 。　般に１９世紀のトイソ 機械工業

（および工業全般）において ，一経営への労働者の定着率はかなり低か ったと考

　　　１１）
えられる 。例えぼ１８４０年に設立されたアウクスブルク機械工場（後のＭＡＮ）

について ，１８４４年から１８５９年の間にここて働いた労働者の勤続期間を見ると ，

熟練工の場合１，３５１人中９１８人（６８％）が１年未満で退職し ，日雇では９９０人中

７９３人（８０％）が同じく１年未満で退職している 。５年以上働いた者の比率は
　　　　　　　　　　　　　　　１２）
それぞれ５％，３％にすぎなか った。ハルトマ１／機械工場の場合も ，初期には

労働者の６０％以上カ半年も働かずにやめている 。

　こうして工場熟練工の多くが，諸工場のあいだを頻繁に移動していたことが

知られる 。ただし工場のみてなく ，彼らか手工業経営にもとることも稀ではな

かっ た。 また工場内徒弟や養成工制度の本格的展開は１９世紀末以降のことであ
１３）

り， 工場熟練工のほとんとはまず手工業的小経営て徒弟修行をつんていた。す

でに１８４０年代以来，手工業から工場への職場移動はもはや「没落」とは考えら

れず，むしろ特にすぐれた職人が，あるいはまた親方さえも ，より高い賃金を

求めて工場に移 った。せ っかく養成した徒弟が工場に奪われる ，という手工業

　　　　　　　　　　　　　１４）
者の苦情はやむことがなか った 。

　以上，産業革命下の機械工業の発展のなかてｒ手工業的工場執練工」か形成

　　　　　　　　　　　　　　　　（８３７）
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され，あるいは「手工業職人から手工業的工場熟練工」への傾向的変化か進展

したことをわれわれは確認しうる 。技術的 ・杜会的に，彼らはなお手工業との

結びつきを保っていた。手工業的伝統 ・価値観を共有する彼らは，賃労働者と

しては同じ立場にあるはずの不熟練の補助労働者とは別個の階層を形成し，例

えは後者とｒ君 ・僕」で呼ぴあう（ｄｕ・・ｎ）ことは忌み嫌われた。労働者運動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）の主体とな ったのは主としてこのような熟練工である 。

３　労務管理と労使関係

　１９世紀におけるドイツ 機械工業の労務管理 ・労使関係については，周知の通

りかつて大野英二氏が，工場内部請負制の存在に注目しつつその伝統的 ・家父

長的な性格を強調した。ここでいう工場内部請負制とは，内部請負人
（Ｕｎｔｅｍｅｈｍｅ・，Ｋ０１０ｍｅｎｆｕｈ

…）か工場主と出来高給て工場内部の部分作業を請

け負い，程度の差はあれ，この作業の遂行に関わる生産管理機能（作業計画

作業方法の設定，設備の保全修理，工程改善）と労務管理機能（労働者の調達養

成・ 解雇，賃率設定，賃金支払い）を担当するという制度である 。大野氏によれ
ぼ， かつての手工業的機械作業場における親方一職人一徒弟の家父長的な労働

関係が，１９世紀中葉の工場制への以降ののちも内部請負制に再編されて根強く

残存した。氏が例にとるベルリンのレーヴ ェ杜（１８６９年設立）の場合，１８８０年

代末にこの制度は解体され，固定給を支給される職長（Ｗｅ・ｋｍｅ１・ｔ・・）が請負人

（組長）にとっ てかわ った。いまや労働者はすべて企業が直接雇用する 。これ

によっ て経営者による労働者の直接管理が進展したことは確かではあるが，し

かし配下の労働者に対して職長は，しはしは旧来の組長に匹敵する権限をもっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
ていた。職長制はいわば残存形態の請負親方制とも位置づけうる 。

　近年内部請負制，そして特に職長制について新たな研究が現れ，いくつかの

企業における労務管理の実態が明らかにされつつある 。上のレーヴ ェ杜および

ＭＡＮについての幸田亮一氏の研究，ベルリンの電機工業企業ジーメンス ・ハ

ルスケについての今久保幸生氏の研究，そしてエソセンのクルソ ブ鋳鋼所につ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
いての田中洋子氏の研究をわれわれはあげることができる 。これらの企業のう

　　　　　　　　　　　　　　　　（８３８）
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ち， レーヴ ェ杜のほか初期のクルッ プ（１８２０年代頃まで）にのみ内部請負制が存

在し ，他の企業でははじめから職長制がしかれていた。またいずれの企業でも ，

ほぽ１９世紀の末頃に職長の権限は大幅に削減されて下級職員化し，近代的な直

接・ 集中管理機構が確立する 。

　これらの研究をふまえたうえで大野氏の見解を見れぼ，まず内部詰負制の存

在のみをもっ てドイツの労使関係の伝統的 ・家父長的特質の一証左とすること

はできないだろう 。幸田氏が指摘するように，内部請負制はドイツに限られる
　　　　　　　１８）
玩象ではなか った。もっとも内部請負制，さらには職長制が，手工業あるいは

問屋制家内工業という前期的な工業経営形態の歴史的系譜をひくことは確かて
　１９）

ある 。上にあげたすべての研究は，内部請負制に比べて職長制が近代的な労務

管理を実現するものてあることを強調しつつも ，同時に職長と配下の労働者の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
間に手工業の親方一職人と類似の関係がもちこまれていることを指摘している 。

ただし前期的母斑の残存も再びドイツに限った現象ではない。他の諸国と比較

しつつ，ドイツにおける内部請負制 ・職長制のドイツ 的特質を解明する作業は

なお残された課題であり ，以下の検討でもこの問題に解答を与えることはでき

ない。われわれはケムニッツの機械工業，そしてハルトマソエ場における内部

請負制 ・職長制について知りうるところを述べ，さらにこれを機軸とする労使

関係に若干の照明をあてることに課題を限定せさるをえない 。

　さてケムニッツの機械工業では，少なくとも１８３０年代に内部請負制が存在し

　　　　　　　　２１）
たことが確認される 。ハルトマノ自身，ハウポルト機械工場の請負親方として

働いたことはすでに指摘した。ただしハルトマノの工場でこの制度が用いられ

たかどうかは明らかでない 。

　ハルトマソ ，およびケムニッツの機械工場の労務管理についてややまとまっ

た情報が得られるのは，これまでにもくりかえしふれた１８６２年の工場規則を通

　　　　２２）
じてである 。これによれぼ，まず工場の管理 ・指揮は，工場主およびその代理

についで工場長（Ｄｉ・・ｋｔ０・）が行う 。また個 々の部門の管理は，さらにその下

におかれる工１■ジニアおよび職長が行う 。労働者の直接の上司は当該部門の職

長あるいはその代理人である 。労働者はいかなる場合もまず職長の指示に従わ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３９）



　３５２　　　　　　　　　　立命館経済学（第３９巻 ・第５号）

ねばならない。ただしこの指示を不当と考える場合，労働者は工場主ないしそ

の代理に訴え出ることができる 。労働者には手帳が交付され，どの仕事にどれ

だけの時間ついたか毎日自分で記入する 。不正な記載は処罰される 。

　以上の管理機構て特に重要な地位を占めるのは職長である。工場規則に明記

された限りでも ，彼の職務は次のような事項におよんでいた。すなわち労働者

への作業指示，原材料および工具の管理，労働者による機械 ・工具の改造 ・修

理の許可，作業場内の保安 ・防火。さらに労働者の養成，賃金の計算，労働者

の処罰 ・採用 ・解雇等においても ，職長の判断がほぽ決定的であ ったと考えら
　２３）

れる 。手工業的作業秩序になお大きく依拠せざるをえない当時の機械工業の技

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）術水準が，このような職長制の存在を必要としていた。容易に想像されるよう

に， 職長は経営の末端職制として労働者に対立し，例えは職長による賃率の決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）定をめくっ て両者のあいだに紛争が絶えなか った。ただし一方，職長と労働者

のあいだにはいわは手工業職人的な仲間意識が存在し ，職長が配下の労働者の

利害の代表者となるという側面をも無視することはできない。職長制はこのよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６）うにアンビヴ ァレントな性格を備えていた 。

　ところで上に見た管理機構は，もとより１８６２年の時点で突然現れたものでは

ない。ハルトマ■の工場では，すでに１８４０年代以来作業場の各領域がエンソニ

ア・ 職長の統轄下におかれ，彼らのうち何人かは工場長の地位にあ った。１８５０

年代半はからはすへての現業部門を４人の上級職員（Ｏｂ・・ｂ・・ｍｔｅ）が統轄し
，

１９人の技師がその補佐にあた った。また事務 ・販売部門は支配人（Ｐ・ｏｋｕ・ｉ・ｔ）

が指揮する 。１８６４年には２，Ｏ００人近い労働者に加えて１３０人の職員がおり ，ハル

トマンの女婿が支配人をつとめる他，５人の工場長がそれぞれ蒸気機関，機関

車， 工作機械，硫毛（Ｋ・ｍｍｇａｍ） ・綿紡績機，硫毛（Ｓｔ・ｅｌｃｈｇ・ｍ）紡績機の製

　　　　　　　２７）
造を担当していた 。

　１８６２年の工場規則にもどろう 。４８条におよぶこの規則でわれわれの注意を特

にひくのは，労働者に対する罰則規定の多いことである 。１Ｏ種類の違反か解雇

をもっ て罰せられ，さらに２２のケースについて２１１２ノイグ ロッシ ェソから

５ターラーまでの罰金が科せられた。遅刻 ・無断欠勤，上に見た手帳の不正記

　　　　　　　　　　　　　　　　（８４０）
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入， 作業対象　工具 ・工作機械管理の怠慢，火酒の持ち込み，工場内ての喫煙 ，

終業合図前の帰宅準備，落書き ，怠慢な作業等 々が処罰の対象とされた。加工

中の製品が横領され犯人が現れない場合，その職場の全労働者が賠償責任を負

う。 工場の施設が壊され，誰の責任か不明の場合も同様である 。逆に横領その

他の不正を通報した者には報償が与えられる 。また工場から退出する際，すべ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８）
ての労働者に対して所持品検査が行われうる 。

　もっともこうして徴収（賃金からの差引）された罰金は，困窮した労働者の援

助を主たる目的とする金庫の資金とされた。またこの金庫の管理 ・給付の決定

は， 工場主ないしその代理人と労働者代表が共同で行うものとされた。労働者

代表は各工場ごとに３－１２人から成り ，労働者自身によっ て選出される 。さら

に工場規則は，ケムニッツの機械工場 ・鋳造所が共同で設立した疾病金庫にす

へての労働者か加入すること ，またやかて廃疾 ・年金金庫か設立された際には

これにも加入することを規定し，労働者の福利に対する配慮を示している 。

　実際ハルトマノ自身，彼が労働者の福利に熱心であることをくりかえし強調

した。例えば１８６６年に労働者に向げて彼は次のように言う 。「諸君は知 ってい

る。 諸君のしあわせを夜昼なく私が気にかげていることを。安心したまえ。私

にも諸君にも重くのしかか っている現在の苦境を諸君にできるだけ耐えやすい

ものにするために，私はすべてを提供するだろう 。」また１８６９年には次のよう

に言う 。「諸君と同じく下から身を起こした労働老として，生活をよくしよう

という諸君の努力に私は大きな共感を持 っている 。諸君が自分の力で，合法的

に， 大きく困難な目漂を達成するであろうことを，私は確信しつつ待ちのぞん

でいる 。諸君の仲間うち，あるいは外からの有害でしかない影響に今後ともま

どわされぬよう 。」１８６０年の火災で工場のかなりの部分が焼け落ちたとき ，ハ

ルトマンは労働者を工場の再建作業に回して一人も解雇しなか ったが，これは

後々までハルトマンエ場の誇りとして記憶された。１８７０年に工場が株式会杜に

改組され，同時にハルトマ１■ が杜長の地位を退いたとき ，廃疾労働者援助のた
　　　　　　　　　　　　　　　　　２９）
めに彼は１２，ＯＯＯターラー を提供している 。

　このようなハルトマソの姿勢を，労働考が共感をもっ てうけとめたことは確

　　　　　　　　　　　　　　　　（８４１）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０）
かである 。とりわけ立志伝中の人物としてハルトマ：■は労働者の尊敬を集めた 。

１８４８年の革命の際ハルトマンエ場の労働者が「模範的な態度」をとっ たのは ，

ザクセン 内務省の言うように他に比べて特に高い賃金のためだげではなかった
　３１）

ろう 。もっとも同時にわれわれは，ハルトマンエ場のエンジニア ，キー ゼルハ

ウゼンと錠前エヴ ァッ クスムートが，革命期のケムニッツの労働者運動におい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）
て指導的役割をはたしたことを忘れてはならない。また１８６０年代においても

，

例えば上に見た１８６９年のハルトマンの演説自体が，彼の労働者の内外に不穏な

動きのあ ったことを示している 。

　１８６２年の工場規則に対しても ，労働者は黙してこれに従ったわけではない 。

特に工場設備の毅損 ・製品の盗難に対する連帯責任，所持品検査などの項目が

彼らの怒りをよんだ。また通勤 ・帰宅の途上静かで礼儀正しい態度を守るよう

命じ ，これに反した者は解約告知なしに解雇する ，という工場規則の規定も ，

大人を子供あつかいするのか，と労働者の憤激をか った。工場規則の定める労

働者代表にしても ，その権限は上記金庫の運営に限られている 。また疾病金庫

への加入義務は，実は労働者にとっ て必ずしも有利ではなか った。なぜならす

でに自身の共済制度をもち，これに加入していた労働者も ，工場主の命ずる疾

病金庫に加入せねばならない。しかも企業家には疾病金庫からの脱退が随時可

能であるのに対し，労働者が工場をやめれば，彼はこの金庫から援助をうける
　　　　　　　　　３３）
権利を失うことになる 。

　「もしこれ〔工場規則〕が本当にこの通りなら ，労働者は（奴隷のように）全

く意志のないものにな ってしまいます。雇主の望むことすべてに従わねばなら

ないのです。」当局への請願のなかで労働者はこのように訴えた。１８６３年２月
，

ケムニッツの機械工業労働者は集会を開いて抗議し，独自の工場規則案を作成

して工場主側に受げ入れをせまっ た。 しかしこの要求は拒絶され，工場主側の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４）
工場規則は同年３月末に市参事会の承認を得た後，５月から施行された。機械

工業労働者の生産協同組合が設立されたのは，まさにこの同じ月のことである 。

　　１）以上について ，Ｌｕｄｗｌｇ，Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕｗｅｒｋｓｔａｔｔ，Ｓ１９－２３，３２－４３，８３ｆ ，１０６－

　　　１０８，１５５ｆ ，１６４ｆ ，１７５－１８４，３３１ｆ ，３３９，３４６ｆｆ ，Ｄｅｒｓ ，Ｐｒｏｂ１ｅｍｅｎ　Ｓ２１ｆ
，

　　　　　　　　　　　　　　　　（８４２）
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　ｖｏｒｍ　Ｒ１ｃｈ　Ｈａｒｔｍａｍ　Ａ－Ｇ， Ｃｈｅｍｍｔｚ　ｍ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒ１ｅ－Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｋｕ１
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４）　Ｖｇ１．ｅｂｄ
．，

Ｓ． １１；Ｓｃｈｒ６ｔｅｒ，Ｓ．６６

５）Ｈｏｆｍａｍ，Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕ－Ａｒｂｅ１ｔｅｒ－Ｋｏｍｐａｍｅ　Ｓ８２

６）ただし１８４８年にザクセン 内務省は，「どの企業でもハルトマンほど高い賃金は

　支払われていなか った」と言う 。Ｚ１ｔ　ｎａｃｈ　Ｌｕｄｗｌｇ，Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕｗｅｒ
ｋｓｔａｔｔ，Ｓ

　１００

７）以下特に注記しないかぎり ，Ｅｂｄ ，Ｓ２４－３２，５２－８６ ，Ｄｅｒｓ ，Ｐｒｏｂ１ｅｍｅｎ，Ｓ５－２３
，

　Ｓ血ａｕｓｓ，Ｓ．５８－６１．による 。

８）手工労働者（Ｈａｎｄ
ａｒｂｅ１ｔｅｒ）については，拙稿ｒトイソ 労働者階級の形成につ

　いての一考察」『土地制度史学』１２６（１９９０） ，５５－５６頁を参照。なお労働者の職業

　的出自について ，産業部門ごと ・地域ごとの差違をふまえつつフィッシャー は次

　のように述べている 。まず繊維工業では，以前家内工業を営んでいた農村出身の

　下層民が多数を占め，また女性 ・児童の数がここでは特に多い。次に鉱業 ・鉄鋼

　業 ・化学工業では，例えばル ール地方のように以前からの工業＝製造業の伝統が

　ない地域では，農村出身の男子労働者が多数を占める 。周辺地域および遠方から

　移動して近代的大工業で働くようにな った彼らは，以前は奉公人 ・日雇 ・小農
，

　その他農村の底辺層であ った。これに対して機械工業 ・精密機器製造業は１９世紀

　末にいたるまで手工業的な性格を保ち，そこで働く労働者もしばしぼ手工業の出

　身であ った。ＷＦ１ｓｃ
ｈｅｒ，Ｓｏｚｌａ１ｅ Ｕｎｔｅｒｓｃｈ１ｃｈｔｅｎ１ｍＺｅ１ｔａ１ｔｅｒ ｄｅｒ Ｆｒｕｈｍｄｕｓｔｒ１ａ

　１１ｓ１ｅｒｍｇ，ｍ　Ｉｎｔｅｍ　Ｒｅｖ１ｅｗ　ｏｆ　Ｓｏｃ１ａ１Ｈ１ｓｔｏｒｙ８（１９６３），Ｓ４２７ｆ　各産業　職

　　　　　　　　　　　　　　　（８４３）



３５６

９）

１０）

１１）

１２）

１３）

１４）

１５）

１６）

１７）

１８）

立命館経済学（第３９巻 ・第５号）

業ごとに異なる労働者の存在形態，さらにそれと労働考運動との関連についての

包括的議論として ，Ｋｏｃ
ｋａ，Ａｒｂｅ１ｔｓｖｅｒｈａｌｔｍｓｓｅ

．

　Ｌｕｄｗ１ｇ，Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕｗｅｒｋｓｔａｔｔ，Ｓ８５

　この概念について ，今久保，８０頁を参照 。

　Ｖｇ１Ｈ　Ｓｃｈａｆｅｒ，Ｐｒｏｂｌｅｍｅ　ｄｅｒ　Ａｒｂｅ１ｔｅｒＨｕｋｔｕａｔ１ｏｎ　ｗａｈｒｅｎｄ　ｄｅｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｌａ１１ｓｌｅ

ｒｍｇ，ｍ ｗＣｏｎｚｅ／ＵＥｎｇｅ１ｈ
ａｒｄｔ（Ｈｇ） ，Ａｒｂｅ１ｔｅｒｍＩｎｄｕｓ位１ａ１１ｓ１ｅｒｕｎｇｓｐｒｏ

ｚｅ
Ｂ， Ｓｔｕｔｔｇａ廿１９７９，Ｓ２６９（１９６０／７０年代との比較），２７１－２７２　ただし工業化の

進展とともに勤続期間はしだいに長くなる 。

　Ｈ －Ｊ　Ｒｕｐｌｅｐｅｒ，Ａｒｂｅ１ｔｅｒ　ｕ　Ａｎｇｅｓｔｅ１１ｔｅ　ｍ　Ｚｅ１ｔａ１ｔｅｒ　ｄｅｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒ１ａ１１ｓ１ｅｒｍｇ
，

Ｆｒａｎｋｆｕｉａ Ｍ１９８２，Ｓ２６９

　大塚忠『労使関係史論』関西大学出版部，１９８７年，第１部第３４章を参照 。

　Ｖｇ１．Ｒｅｎｚｓｃ
ｈ， Ｓ． １５３

　Ｖｇｌ．Ｅｂｄ
．，

Ｓ． １５３ｆｆ

　大野英二『ドイツ 資本主義論』未来杜，１９６５年，２５９－２７４頁。内部請負制の概

念規定について，塩見治人「アメリカにおける工場制度の変質と内部請負制度」

『経営史学』２０－２（１９８５） ，２３頁を参照 。

　幸田亮一「レーヴ ェ杜における工場管理」ｒ経済論叢』１３０－１／２（１９８２） ；同

「１９世紀中葉ドイツ 重機工業におげる工場制度の成立」『佐賀大学経済論集』１９－１

（１９８６）；同「第１次大戦前ドイツ 重機工業における工場制度の変容」『佐賀大学

経済論集』１９－３（１９８６）； 今久保幸生「ドイツ 電機工業における労資関係の形成

と変容」丁佐賀大学経済論集』１３－２（１９８０），１２１－１２３，１４２頁以下；同「１９世紀末

ドイツ 電機工業における経営 ・労務政策（７）～（１Ｏ）」『佐賀大学経済論集』

２２－２～５；田中洋子「１９世紀中葉のクルッ プ鋳鋼所における工場マイスター 制の

形成」『杜会経済史学』５３－１（１９８７）；同「企業共同体と杜会的労働運動の相剋

（１）」［経済学論集』（東京大学） ，５６－１（１９９０） ，３８－４５頁。クルッ プについて ，

さらに大塚忠ｒルール鉄鋼業の労働市場と賃金」［経済論集」（関西大学）３６－１

（１９８６），また化学工業について ，加来祥男『ドイツ 化学工業史序説』ミネルヴ ァ

書房，１９８６年，第５章を参照 。

　幸田「レーヴ ェ杜」９７－９８頁。アメリカとイギリスの内部請負制について，塩

見， 前掲論文 ；鈴木良隆「『内部請負制』は１９世紀イギリスの工場における作業

組織を，有効に説明するか？」『経営史学』２０－２（１９８５）を参照。ただし鈴木氏

によれぱ，１９世紀イギリスでは内部請負制はあまりみられなか った。また塩見氏

によれぱアメリカでは，個 々の労働者を作業単位とし，プラント設計により生産

工程全体のライソ化を実現した産業分野ないし工程（例えぱ綿業工場）では内部

請負制は成立しなか った。これに対して組作業が必要で，統合的な工程管理を形

成しえなかった分野（例えば機械工場）では内部請負制が利用された。なお他の

　　　　　　　　　　　　　　（８４４）
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１９）

２０）

２！）

２２）

２３）

２４）

２５）

２６）

２７）

２８）

２９）

３０）

３１）

３２）

３３）

３４）

諸国における内部請負制について ，『経営史学』２０－１（１９８５）所収の年次大会報

告を見よ 。

　塩見，２３－２５頁を参照
。

　さらに，Ｊ　Ｋｏｃ
ｋａ，Ｕｎｔｅｍｅｈｍｅｎｓｖｅｒｗａ１ｔｕｎｇ　ｕ　Ａｎｇｅｓｔｅ１１ｔｅｎｓｃ ｈａｆｔ　ａｍ　Ｂｅ１

ｓｐ１ｅ１Ｓ１ｅｍｅｎｓ１８４７－１９１４，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ１９６９，Ｓ７２を参昭 。

　Ｖｇ１．Ｓ伍ａｕｓｓ，Ｓ．６０

　本稿Ｉ注１０）を参照 。

　Ｖｇ１Ｌｕｄｗｌｇ，Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕｗｅｒｋｓｔａｔｔ，Ｓ６０

　今久保「形成と変容」 ，１２３頁を参照 。

　同上 ，１２３－１２４，１４７頁； 幸田「工場制度の成立」 ，３４頁を参照 。

　今久保「経営 ・労務政策（７）」 ，８４－８５頁 ；田中「企業共同体」 ，４１－４２頁を参

照。１８５０／６０年代のジーメソス ・ハルスケエ場について ，コッ カは次のように言う 。

すなわち，職長と労働老の対立が各職場 レベルでの自然発生的なストライキにま

で発展する一方，新たな機械の導入 ・労働強化 ・手工業の慣習に反する分業の導

入のような合理化に対しては，職長 ・労働者が一致して反対したように思われる ，

と。 Ｋｏｃｋａ，Ｕｎｔｅｍｅｈｍｅｎｓｖｅｒｗａｌｔｕｎｇ，Ｓ１１３ｆ

　Ｌｕｄｗ１ｇ，Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕｗｅｒｋｓｔａｔｔ，Ｓ９５ｆ

　類似の罰則規定は，すでに１８４９年のケムニッツ 機械工業の工場規則にもある 。

Ｅｂｄ
．，

Ｓ． ２９５ｆ．また他の企業における同様の規定について ，幸田ｒ工場制度の

成立」 ，１３－１４頁； 今久保「経営 ・労務政策（７）」 ，６４－６５頁 ；田中「クルッ プ鋳

鋼所」 ，３９－４０頁を参照
。

　Ｌｕｄｗ１ｇ，Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕｗｅｒｋｓｔａｔｔ，Ｓ９７ｆ ，１０９ｆ ，Ｓａｃ
ｈｓ１ｓｃｈｅ　Ｍａｓｃ

ｈｍｅｎｂａｕｆａ

ｂｒｉｋ，Ｓ ．４

　Ｌｕｄｗ１ｇ，Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕｗｅｒ
ｋｓｔａｔｔ，Ｓ９８，１１０

　Ｅｂｄ
．，

Ｓ． １００

　Ｅｂｄ ，Ｓ１００ｆ ，Ｄｅｒｓ ，Ｐｒｏｂ１ｅｍｅｎ　 Ｓ２４　さらに拙稿ｒ＜アソノィァノィオノ〉」
，

１１頁以下を参照 。

　Ｈｏｆｍａｍ，Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕ－Ａｒｂｅｌｔｅｒ－Ｋｏｍｐａｍｅ，Ｓ７８

　Ｅｂｄ７８ｆ ，Ｄｅｒｓ ，Ｅｎｔｗ１ｃｋ１ｕｎｇ，Ｓ２７＿２９

小　　　　　括

労働者による生産協同組合設立の前提という観点から ，以上述べたところを

　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４５）
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簡単にまとめて抽こう 。

　まず機械工業の技術水準は１８６０年代にいた ってもなお手工業的要素を強くの

こし ，作業の中核となる工場熟練工は，意識的 ・杜会的に伝統的な手工業との

結びつきを保っていた。企業家にしてもその多くは手工業の出身であり ，労働

者が共同して新たに企業を設立しようと考えたとしても不思議ではない。もと

より例えは葉巻製造業 ・建築業，あるいは事実上家内工業の集合体の形をとっ

た繊維工業 ・指物業 ・仕皿業なと ，特に多くの労働者生産協同組合か設立され

た業種と比べて，機械工業の場合，工場の設立にはかなり多額の資金が必要で
　　１）
あっ た。 しかし比較的小規模なものであれぱ，労働者による工場設立の試みは

決して非現実的ではなかったろう 。

　機械工業労働者の労働条件は，他の業種と比べて比較的良好であ った。また

産業革命期に，彼らの生活水準は次第に上昇したと言 ってよい。しかし，それ

が必ずしも労働者の満足につながったとは言いがたい。とりわけ１８６２年の工場

規則に現れた強権的な管理体制は，「職人」意識をもつ熟練工にとっ て侮蔑的

なものであ った。労働者の「独立」への希求が高まる 。

　もとよりこれらの要因によっ て， 生産協同組合の設立という労働者の行動か

ただちに説明されるわけではない。本稿の冒頭で述べたように，この点につい

ては彼らのおかれた政治的環境，彼ら自身が積み重ねてきた運動 ・政治的経験

の分析がさらに必要であり ，それがわれわれの次の課題となる 。

　　１）　Ｖｇ１．Ｅｉｓｅｎｂｅｒｇ，Ｓ．６７ｆ

（８４６）


